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以下の内容の渡辺一成市長不信任決議案が小林正幸議員より提出されましたが、賛成少数のため

否決となしました。（可決には、４分の３の賛成が必要）（○賛成議員１０名：竹野光雄、櫻井勝延、

小川尚一、渡部寛一、小林正幸、郡俊彦、小林吉久、小林チイ、横山元榮、西銑治。 ●反対議員

１３名：太田淳一、田中一正、白瀬利夫、今村裕、志賀稔宗、平田武、宝玉義則、坂本恒夫、土田

美恵子、寺内安規、西一信、五賀和雄、湊清一） 
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ủ ◦ꜛ♇Ⱨfi◓☿fi♃כ ─  

市長不信任案にある金場のショッピングセンターについて、およそ１０７００㎡の官地（農道・水路の市

有地）があり、これを払い下げすることを事前協議し同意を求めることを都市計画法第３２条で謳っていま

す。確かに同意の書類はありますが、本来であればそれに基づく計画図面を作成して確認することが常識と

されています。それがされていないことに国（国交省）・県では考えられないとしています。 
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ủ ╩ ╢↓≤╩ ╘╢ 6 ⌐≈™≡  

はらまち九条の会他４団体から 6 月議会に提出されていました「憲法９条を護ることを求める意

見書」を提出する請願については、継続審査を重ね、11月の閉会中の審査の中で、参考人（請願者）

を招致し、意見を求めた結果、賛成少数で不採択となりました。 

この報告について、今般の１２月議会最終日に、総務常任委員会委員長報告（小川尚一委員長）

を行い、採決した結果、以下の通り賛成（採択）少数で残念ながら不採択となりました。 

（○賛成議員１０名：田中一正、竹野光雄、櫻井勝延、小川尚一、渡部寛一、小林正幸、西一信、

郡俊彦、小林吉久、西銑治 ●反対議員１３名：太田淳一、白瀬利夫、今村裕、志賀稔宗、平田武、

宝玉義則、坂本恒夫、土田美恵子、寺内安規、五賀和雄、湊清一、小林チイ、横山元榮） 

 

ủ  

⌐ ℮ ⌐≈™≡ ≢  

誘致企業との協定に基づき日立工機の土地を２億９０００万円で購入し、およそ１億７４００万円で造成

するもので、これらにかかる経費総額４億８２００万円を借り入れし、10年で返済する総額は、５億４２７

０万円となります。また、この土地は、平成１７年度に明治テック誘致の為に購入した土地に隣接していま

すが、当時の臨時議会において市長は、鋳物の廃砂があり取り除くのに 1 億円程度かかるので、購入を見送

ったと答弁しています。その後、地権者である企業から土壌調査をしたところ問題ないとの報告を県にして

いますが、行政が関わって公に調査した経緯はありません。何故この高い土地を購入し、造成までするため

に税金を投入して、１０年返済で約５億４０００万円を返済しなければならないのか？今回の誘致企業が利

用するのは、全体３万５０００㎡の内およそ５０００㎡で、今後どれだけの企業が誘致されるかは未定です。

以上のように、土地選定に当たって不透明な部分があること、コストパーフォーマンス（費用体効果）を考

えると、無駄があるということを指摘し疑義があるので反対としましたが、賛成多数で可決されました。 

（○賛成議員１５名：田中一正、太田淳一、白瀬利夫、今村裕、志賀稔宗、平田武、宝玉義則、坂

本恒夫、土田美恵子、寺内安規、西一信、五賀和雄、湊清一、小林チイ、横山元榮、●反対議員８

名：竹野光雄、櫻井勝延、小川尚一、渡部寛一、小林正幸、郡俊彦、小林吉久、西銑治） 

 

 

合併による地域自治区協議書にある区長制度を廃止し、地域協議会機能を強化するための条例改正案を議

員提案（提出者：坂本恒夫議員）しましたが、質疑の途中で取り下げました。多くの傍聴者が見守る中、渡

部寛一議員の質疑の途中、休議の後提出者から取り下げられました。 

今後、議会、執行部、地域協議会や行政区、市民との協議を重ね対応していくこととしました。 

Ừ ─ ─  

記者会見で市長は、区長制度を残し、現小高、鹿島それぞれの区長に最後通告をして、そこに職員を配置

しようとしています。合併時の合併協議会では、区長は地域協議会の意見を踏まえてとあり、市長は選任権

があるといえども、各地区の考えを無視するものだと考えます。この発言に地域では、多くの反発がありま

す。また、職員を退職させて特別職に着かせることは、一種の天下りであり、現在、区長の下には部長相当

職の理事を配置（合併協議には無かった）しており、屋上屋を重ねるようなもので、合併の本来の目的であ

る行財政改革に逆行するであると考えます。 
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